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郞
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Sir 

WilHa

日T
e
m
p
l
e

は

Sir John 

T
e
m
p
l
e

の
長
子
と
し
て

一

千
六
百
ニ
十
八
，年
偷
敦
に
生
れ
，
 

劍
橋
大
學

E
m
m
a
n
u
e
l

 

C
o
l
l
e
g
e

に
學
び
た
る
も
學
位
を
得
ず
し
て
之
れ
を
去
り
、：

一

千
六
百
四
十 

七
年
大
陸
の
旅
に
上
る
の
途
上
、

s
。
o
f Wi

g
h
t

に
於
て

D
r
o
t
h
y

 

p
b
o
r
n
e

ビ
の

®

に
落
ち

し
が 

情
入
の
家
族
の
反

*

に
ょ
り
成
婚
を
妨
げ
ら
れ
、相
思
の
人
の
別
離
は
七
ヶ
年
に
及
び
、

o
s
t
h
y 

.♦
か
愛
幕
の
情
は
數
令
の
玉
章
ビ
爲

&

て
現
れ
し
が

(

一
千
八
：白

/\
十
八
年
に
至

^V 

Letters 

of 

D
o
r
o
t
h
y

 

o
scr
o

i

'

e

M
し
、
£
■•
■>
_
 

P
a
r
r
y

其
の
手
簡
全
：篇
を
纂
輯
し
て
上
梓
；せ
り

)

、彼
れ
等
は
漸
く 

:

に
し
て
ー

>
 
六
百
五
十
四
年
を
以
て
結
婚
の
式
：を

.

ぐ
る
を
得
て
：、同
五
年

31
:

の
居
を
愛

1]
に
;'
: 

卜
せ

K
y
o T

e
m
p
l
e

は
一
千
六
西
六
十
年

o
a
r
l
o
w

 

J 

h
y 

0
出
せ
ら
れ
て

D
u
b
l
i
n

の
議
會
に
列
り
、
 

六
十

H

年
英
.國
に
移

匕

一
千

4

ハ
吉
六
'十
六
年

*

逸
に
派
'遣
せ
ら
れ
て
匿

3

1
僧

IEChristoph

B
e
m
h
a
r
d

 
I

 G
a
l
e
n

と
條
約
を
締
結
し
て
後
、從
與
爵
を
授
け
ら
れ
、同
じ
き
年
十
月
を
以
て

B
r
u


xelles 

駐
剧
の
公
使
に
任
命
せ
ら
れ

一

千
六

17
六

十
八

.
^

一
月

#

國
に

:§
す
る
炎
洁
ネ

^

r

 

及
'び
端
典
の
三
國
同
盟

を

締
結

し

、同
年
五

|1
又

た

A

x--
i
a
-
a
n
p
e
i
l
e

#

«

に
參
加
し
、六
十
八
年 

より七十一年六月にて

H
a
a
g

駐
剧
の
大
使
た

^

、同
七
十
四
年
ー

|

月
和
關
ご
の
；中
利

一
 

條
約
を
締
結

し
、平
和
克
服
後
同
年
七

月

再

び

H
a
a
g

大
使
の
任
に
復
歸
し
、

O
r
a
n
g
e

公

と

M
a
r
y

 

內
：親
王
と
の
結
婚
の
成
立
に

^
め
、ニ
囘
咬
で
國
務
大

E

の
任
命
を
僻
退
し

^

月

ヨ

3
ミ

^
ロ
講 

_

會
：_

の

大

使

と

爲

ぅ

"一 

'千
六
百
七
十
九
年

 

一一I

ナ
名
よ
り
成
る
樞
密
院

；

改
苯
案
を
提
唱

し
#

 

に.，
被
れ
が
政
治
的
勢
力
の
源
衆
ご
思
料
せ
る
富
者
よ
，办
議

»

を

選

任

す

る

；に
，：注

意

を
'

拂
ひ
、暫 

く 

Halifax, 

E
s
s
e
x
,

及
，び

S
u
n
d
e
r
l
a
n
d 

y
r

共
に
四
名
よ
り
成
る
參
事
會
を
組
織
せ
る
も
、久
し
か
ら 

す

し

て

S
h
e
e
n

な
る
其
.の
別
莊
に
退
隱
し
、ー
千
六
亩
八
十
六
年
以
後
は

S
u
r
r
e
y

州

な

る

g
o

o

l
 

P
a
r
k

 
.に
移
&
、罾
命
に
際
し
て
再
び
大
臣
の
任
命
を
拒
絶
し
、其
の
餘
生
：を
文

*

ビ

園

_

の

M

に 

送
り
て

一

千
六
百
九
十
九
年

(

へ
月

一
一
十
七
日

M
o
o
r

 

P
a
r
k

に
逝
け
り
。

國
家

科

學
に
關
す
る

H

e

m

p
or

の

主
著
と
し
て
擧
ぐ
可
き
も

'

の
は
一
千
六

W

七
十

ニ
年
を

以 

て
初
版
を
刊
行
せ
る

 

o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s

 

u
p
o
n

 

t
h
e

 

U
n
i
t
e
d

 

P
r
o
v
i
n
c
e
s

 

o
f

 

t
h
e

 

N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
.

に
し
て
、典
の

第
十
六
卷

(

九四九

)

論
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弧

サ

1

ヰ
”

ア
ム
*
テ
ム
プ
ク
の
經
濟
論 
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六

怨

(

九
S

)

論

耽

サ

1

す
ァ
ム
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テ
ム
ブ
シ
の
經
濟
論
.......

 

第
七
號 

六
ニ

他
尙
ほ

>
nwss

a
y on the Present State 

a
na,Settlement of Ireland, 

166S; A

 S
u
r
v
e
y of the Constitutions

s
d Interests 

of t
h
e
w
m
p
i
r
e
” Sweden, 

D
e
n
m
a
r
k
,

 

Spain, 

Holland, 

France, 

and 

F
i
s
d
e
r
s
; 

with 

their

.
 
.

.

.——

 

.：.
 

.

.

.

. 

. 

.

.

-

.
—

.

.

.

Relation 

to 

E
n
g
l
a
n
d

3'
t
h
e
 

Y
e
a
r

 

1671

-';
and 

then 

given 

to 

one 

of his 

Majesties 

p
r

p-dpaisecrstaries 

of State； 

u
p
o
n

 the 
s
d
i
n
g

a

the 

H
a
g
u
e
;

 

A
n

 

Essay 

u
p
o
n

 

the 

Original 

and 

Nature 

of G
o
v
e
r
n
m
e
n
t 

(written 
in 

t
h
e
Y
e
a
r

 

1672,) 

published 

I
6CO
0
; A

n

 

Essay 

u
p
o
n

 

the 

A
d
v
a
n
c
e

 
日 ent 

of 

Trade 

in Ireland, 

written 

to 
the 

Earl 

of Essex, 

L
o
r
d

 

Lieutenant 

of that K
i
n
g
d
o
m
'

 Jely 

22d; 

1673 

,
 

Miscellanea, 

1679-92 ; 

M
e
m
o
i
r
s

o
i wh

a
t

 p
a
s
s
a
i
n

 

Christendom 

ponr 

w
a
r

 

b
e
g
u
n in 

16 72 

to the Peace 

concluded 

1679, 

JCJ
\9
T
I709.; 

A
n
s
w
e
r

 
to 

a 

feurrilous 

pamphlet'lately printewintituled: 

A

 

lettre 

from 

M
r
.
d
u

 

C
3
S

 

t
o the 

L
o
r
d
:

 
•

•

;
 Introduction 

to 

the 

History 

o
f
w
p
g
l
a
n
d
,

 

'1695.
:

等

の
餓
著
あ

 
K

y

o

.
 

I 

•
 
•
 

I 

•
 

.

.

.

.

.
 

•
 

• 

•
.

彼
れ
の
著
作
集
は
一
千
七
西
年
：以
來
一
干
八
西
十
四
年
版
に
至
る
ま
で

II
々
刊
行

せ

ら

れ
た

11. 

:

■

:

' A
r
f
e
l
e
s

學
派
に
取
办
て
は

「

經
濟
學

」 (

彼
れ
等
の
謂
ゆ
る
都
市
の
經
濟
、即
ち
政
治
的
經
濟

)

は
 

貴
に
國
家
に

0

し
て
收
入
を
氣
ふ
る
の
術
に
外
な
ら
ざ
り
き
。

(Pseudo-Aristoteles, 

E
c
o
n
o
m
i
c
u
s
,

ド)

。
而
し
七
近

li
t「

の
初
：期
に
：至

.り
て
市
府
の
：經

»
、即
ち
ー
政
治
的
.經

濟

の

間
_題

が

|?
び
論
述 

せ

ら

る

、
に
绝
:1
>
た
な
時
、愛
，に
謂
：ゆ
"る「

政
治
的

」

な
る
形
容
詞

.ば
I

 

市
府
を
意 

味
す
る
も
の
に
非
ず
し
て
近
世
的
國
家
を
指
す
も
の
ビ
：爲
れ
纟
。

1:千
六
亩
十
五
年
を
以
て 

佛
人
 

A
n
t
o
i
n
e 

d
e 

M
o
n
t
c
h
r
s
e
n

 

sieur 

de 

0 
0 

d
e

 

F
G
E
c
o
n
o
m
i
e

 

p
o
g
q
u
e
.

:が出

版
せ
ら
れ
た
る
の
時
、吾
人
は
愛
に

「

政
治
的
輕
濟

」

な
る
，古

.語
が
逬
埤
的

^

動
り
來
れ
る
^
_
た 

り

(

菊
訪

£

想」

第
四
號
所
載
姻
稿

「

ァ
ダ
ム
、
ス
ミ
ス
の
出
づ
る
ま
で

」

參
照

) > 

古
代
希

|1
の
國
家 

は
其

0

本
質
上
市
府
に
過

5

 
P
き
。：
.
然
る
に
®
世
的
國
家
は
本
來
足
族
的
國
家
た
る
も
の 

な
>
。;'
.
:而
し
て
國

.王
の

.領
地
及
ひ
双
の
特
權
に
依
’據
せ
る
中
世
的
收
入
は
今
や
不
斷
の
膨
脹 

を
來
し
つ

V

あ
る
國
：用
に
充
當
す
る
が
爲
、め

(:

十ヾ
|分

；
な

る

を

得

ざ

、
る

，：
に

兩

6
、輿
の
渾
«
的
政 

治
的
目
的
を
助
成
ず
る
が
爲
め
に
は

m

稅
の
增
徵
を
措
き
七
、他
ぶ
興

.の
，手
：段

を

看

出

す
乙

ど
 

S.

は
ざ

.る
乙

ど
ビ
爲
れ

5
。
而
し

/し
粗

^

の
墙
徵
は
亦
た

必

然
祉
會
に
■於
け
る
富
の
飧
大
を 

豫
定
せ

ざ

る
可
ら
ず
？
即
ち
此
の
時
代
に
至

h

て
國
家
の
收
入
は
人
段
に
侬
賴
す
る
所
大
な
へ 

る
'
の
，.事
實
次
第
に
明
が
ど
？

て
、愛
に

「

政
治
的
經
濟
一
は
國
民
的
發
達

h

由
纟
て
人
民
を
富
强 

な
：ら

し

む

る

の

術

ど

し

て

思
*

せ
ら
る
、
に
至
り
し
な

K

V

0吾
人
が
玆
に
主
題
と
し
て
取
圾

.

免
十
1

\
怨

(

九
玉
一)

.

.論

丨

説

：
：
：.

サ
1

.

*

ヰ
”

ァ
■

ム
.

•

テ
ム
プ
) v

の
經
濟
論 

：.

，ぃ.

：'

第
七
虎
.
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六
三
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第

十

六

卷

(

九
五
.

ニ)

，
.

：
論

，

說

.

•'
v

-

i

ヰ
”

ア
ム
*
デ
八
プ
ヤ
の
經
濟
論 

第

七

號

^

.

は
ん

S

す
る

Sir _
l
i
a

日

T
e
m
p
l
e

は
其

の
著
書
の
題
號

ビ
し
て

「

經
濟
學

」

の
名
を

選

び
し
こ
ミ 

な
く
、

又
た
其
の

著
：嘗
中
に
於

,

斯
く
の
如
き
名
辭
を
使
用
す
る
こ

^

な
か

6

し

i

雖

も
、®
れ 

が
,

國
策
を
講
ず
る
，に
當
ぅ
て
又
：た
其
の
經
濟
學

^

の
：表
明

.
'
T
e
m
p
l
e

が
經
濟
策
の
萬

'能
薬
は

'
人
ロ
，の
稠
密
に
在
:!
)
。

殖

民

地

歸

說

の

安

全

瓣
を

有
し
、且 

つ
.
不
斷
き
戰
爭
に
現
前
せ
る

' 古
代
希
臘
及
び
羅
埸
に
在

$

て
は
市
民
擻
の
增
加
は
國
家
の

®
 

大
を
致
す
可
き
源
泉
認
め
ら
れ
、結

®

は
輿
論
に
ょ
り
て

(

幾
多
の

^

合
に
は
法

$
 
r
ょ
力
て 

す
ら

)

興
®

せ
ら
れ
た

&
。；
而
も
愼
重
な
る
人
々
は
當
時
に
於
て
す
ら
家
の
負
擔
を
し
て
荷

®
 

な
ら
し
め
ざ
る

P

爲
め
に
ば
、却
つ

V

人

口

の

增

加

を

制

限

す

る

の

必

喪

あ

る

と

を

知

舞

せ

::
!
>
。
 

斯
く
 V

. 

A

皆oteles:

は
財
齑
の
制
限
並
び
に
貧
困
の
根
絕
は
國
家
が
過
大
な
る
出
生
率
に
對
し 

て
斷
乎

/2
る
抑
制
を
行
ふ
に
非
ざ
れ
ば
實
行
不
可
能
，

な

る

可
き
こ
^
を
論
據

V」

し
て
之
れ
に 

對
ず
る

P
l
a
t
o
n

の
针
書
に
反
對
せ

l

.(

p
o
l
. 

而

し

て

る

が

如

く

、

 

Platon

目
身
も
亦
た
.決
し
て
這
般
\の：事
實
を
知
悉
せ

5:
る
も
の

^

非
ず
。：：

®

れ
は
远
の

「

國
家
篇
猙 

に
於
て
人
口
の
自
然
的

.增
加
は
之
れ
に
對
す
る
經
濟
的
基
礎
を
超
過
す
：可
き
も
の
に
非
ざ
る 

こ VJ 

を
認
め

^
b
9
(
R
e
p
.

 

V
;

 

3
7
2

n

“ 
_

?r
¥ 
音
 

o
&s'
v

w

i 嘗 
§
 

r
o
F
: 

s
r
^
r
.
o

而
し
て
典

『

法
律

篇j

に
於
て
，は
出
生
過
大
な
る
人
民

1̂
制
：限

：し
、過

少

な

る

も

の

を

激
«

し

て

適

當

な

る

員

數
I:

保
持
せ
し
む
る
が
爲
め
に

#

殊
の
方
策
を
提
唱
せ

I

 

.
'而

：も

、
斯

ぐ

の

如

き
「

般

的

施

跺('
:

し

H

木
充
分
な
る
場
合
に
は

«

民
し
依
賴
す
可
ぐ

^

し
又
た
之

.れ
に
反
，し
：て

」

人
|
ロ
：が
戰
爭
茬
し

く
は
：疾
病
に
よ
り
て

I著
し

く

減
少
：せ
る
揚
合
に
は
：卞
層
階
級
に
對
し
て
市
过

« .
を

許

容

す

る

こ

ビ

を

す

ら

敢
行
せ

ん

と

せ

，6
。

(
L
a
w
s
,

 

7
4
〇
d
,
7
4
I
A
.
r

希
臘
の
人
口
は
紀
元
前
筋
七
世
紀

よ
：
*
又̂
た
羅
坶
の
そ
れ
.は
第
三
世
紀
よ
り
減
退
せ
り
と
稱
せ

&:
る

。(Alfred 

Marshall, 

Principles 

of Economics, 

V
O
L

 

1
,
5
&

 

ed, 

1907, 

p. 

174
.)。

；

I
爾
後
國
家
が
人
ロ

の
增
加
を

獎
勵
す
可
き
も
の
な

X

做
す
の
意
見

に
は

|正

0

的
な
る

J£ 

衰
あ
り
し
こ
ご
を
認
む

へる
を

.#
可
-し
0

近
世
の
：初
め
に
至

0
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西
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鐵
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：を
自
ら
享
樂
し
若
し
く
は
之
れ
を
其
の
子
女
に
遺
す
こ
^
を
保
瞪
す
る 

に
由
ぅ
て
勸
勉
を
獎

«

す
る
に
反
し
，後
者
は
造
れ
等
の
一
一
教
を
木
確
卑
な
ら
し
む
る
に
^
り 

て
勤
勉
を
消
減
せ
し
め
、前
群
が
商
人
を
以
て
國
家
を
滿
す
に
反
し
、後

*

は

，
在

±

を

以

て

之

れ
 

を
滿
す
に

#

す

る
,'
な 

b
o 

，
和
'蘭
.を
旅
し
て
人
ロ
獨
瀹
な
る
大
都
邑
及
び
村
落
が
多
數
密
集
せ
る

乙
ど
並
び
に
國
内
の 

土
地
が
殆
ん
ど
殘
る
隈
一
な

ぐ

利
，用
せ

ら

れ
た
る

こ

ビ

及
び
多

'數
.の
人
民
；か
外
國
航
路
並
び
に

.
 

國
内

「

の
船
舶
中
に

|
|絕
え
す
使

.用
せ
：ら
れ
つ
、
あ
る
の
事
實
を
_
察
せ
る
總
べ
て
の
人
の
服
に 

は
同
：J

而

«

の
國
家

'に
し

.て
人
-民
の
數
に
於
て
之
れ
ビ
比
肩
し
得
可
き
も
の
未
だ
曾
つ
て
世 

界
'に
#

せ
ざ
る
の

¥

實
が

.明
か
ド
映
ず
る
；な
る
可
し
。

而
し
て

A

ロ
の
棚
密
に
し
て
果
し
て 

商

業

繁

、
盛

，
の

大

原

因

な

Xせば
彼
れ
等
に
關
す
る

.最

&

な
る
說

■明
は
；彼
れ
等
の
國
內
に
斯 

く
の
，如
く
蓊
大
な
る
：人
民
：の
密
集
；を
招
致
せ
る
本
原
的
並
び
に
偶
發
的
の

.事
實
を
考
察
す

る
：
 

に
ょ
ぅ
て
與
へ
ら
れ
得
可
し
，。
先
づ
其
の
第
ー
に
殷
か
る
可
き
も
の
は
彼
れ
等
の
建
國
ヾ
し
前 

後
し
て
：其
の
隣
串
の
多
數
に
起

])
た
る
內
亂
、禍
忠
、雄
害
若
し
く
は
不
平
な

b

o
即
ち
^
れ
に 

5

ヵ
て
和

.蘭

.は
多
大
；な
：る

「

利
益

-を
得
、其

0'
隣
邦
は
多
大
な
る
不
幸
を
招
致
せ

る
な

i
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七
ニ

に
於
て
は

C
h
a
r
l
e
s

五
世
、
«

國
に
於
て
は

H
e
n
r
y

七
世
、又

/2
英
國
に
於
て
は

M
a
x
y

女
王
の
治 

世
.に
.：行

は

れ

た

る

宗

敎

上

；の
へ
迫
害
は
多
數
の
_人
民
を
遍
く
是
れ
等
の
諸
國
ょ
り

®

0
し
、舊
き 

國
土
の
自

ft
ビ
都
市

'の
特
權
と

'*>
久
し
き
に
瓦
れ
る
君
主
政
治
の
下
に
在
り
て
尙
ほ
侵
®
せ 

ら
れ
ざ
り
し
十
七
：州
の
鱗
市

|に
；其

0

身
を
窬
す
る
に
至
ら
し
め
た
り
。
是
れ
等
の
都
市
の
保 

護
に
裕
し
得
た
る
：異
鄕
民
は
又
た
®
れ
等
の
都
市
を
滿
す
に
人
口

 

€
商
業
ど
を
以
て
し
パ
ン 

ト
ワ

1
'ブ
を
し
て

A
l
v
a

公{
F
e
r
n
s
d
o

 

A
l
v
a
r
e
z

 

d
e

 

T
o
l
e
d
o
)

の
低
陸
諸
邦
侵
入
に
绝

る

ま
で
繼
績 

せ
る
が
如
き
著
大
な
る
發
逯
を
遂
げ
し
め
た

t

此
の
人
物

i

其
の
«
せ
る
制
度
及
び
之
れ 

を
遂
行
す
可

き
m

隊

の
脅

-威

4

は
©
ら

く

此
處

R

m

i

iれ
る
人
民
の
群
れ
を
雜
散
せ
し

め
ん 

と
す

る
に
至
ら

.し
；め
.：

*
hyo 
;.斯
く
 
.で
'

^
.々_

數■

ケ
月
を
出
で
す
し

て
約
十
？
.̂の

家
族
は
陳
タ
に 

移
住
す
る
に
至
れ

b

o

,然
れ
ど
も
七

#1
が
»
合

し

て
〇

|

。
公
の
指

.挪
ミ
英

佛
の
好
意

ビ
に 

ょ
6 V

克
く
自
己
を
防

.鐵
し

得

る
に

绝
>
、且
つ
祭

敎
上
の

迫

寄

が

B

Bt
^

傲
の

諸
列
に

於
て 

.

漸

，次

嚴

列

.
な

る

.に
^

ん
で
、新
敎
徙
並

び
ば

西
班
/
牙
の
支
：配
を
猾
惡)

す
る

.

«
は
總

ベ
て
此
の
關 

:

の
^

固
な
る
都
市
に
隱
：れ、之
，：
れ
ビ
同
時
に
适
れ
等
諸
都
市
に
於
け
る
商
業
の
發
逆
ビ
ア

ン

ト
 

ソ 

'丨
ブ
に
於

け

る

其
の
衰
微
.の
端
を
發
す

る

に

至
れ
う
。

«

獨
、英
に
於

け

る

長
時
の
內
亂
は

©
.だ
に
國
內
に
於
て
迫

®

せ
ら
れ
た
る
者
の
，み
：な
ら
す
、其
の
生
活
の
平
靜

S
其
の
職
業
の
炎 

固
と
を
浓
め
て
此
處
に
來
れ
る
平
和
的
な
る
入
々
の

'多
數
に
凼
り
て
此
の
國
内
の
人
ロ
を

« 

密
な
ら
し
む
る
に
資
せ

&
。(ibid, 

pp. 

2
1
5
-2
1
7
.)。

是
れ
等
の
人
民
が
特
に
和
顏
を
選
び
て
定
住
す
：る
に
至

&

た
る
誘
因
は
.先
づ
第
一
に
彼
れ 

等
の
都
市
が
海
岸
に
位
せ
る
ビ
其
の
國
土
が
低
卞
平
坦
な
る
史
利
し
、水
内
を
開
き
て
：其
の
周 

園
の
土
地
を
浸

水

せ
し
め
陸
丘
ハ
を
以
て
之
れ
に
俊
，入
す
る
こ
ど
不
可
能
な
ら
し
む
る

-t
.
nハ
の
大 

威
力
に
存
し
た
る
が
如
し
。
而
し
て
斯
く
の
如
き
自
然
の
强
み
は
特
に

'ァ
,;
.
:ム
ス
タ

v

ダ
ム
に 

於
.

V
:

は
»

多
の
人
爲
的
施
設
ゆ
ょ
り
て
僧
加
せ
し
め
ら
れ
た
り
。
第
：ニ
に
擧
ぐ
可
き
も
の
は 

國
，食
：若

し 

<
 
は
君

：主

の

孰

れe

雖
も
其
の
都
市
の
境
域
內
に
於
け
る
總
ベ

'.
:
.
•
て
.の
八
の
身
®
又 

た
は
財
逾
を
毁
損
す
可
き
何
等
，の
權
カ
を
も
有

.
'す
る
こ

^

な
き
彼
れ
等
の
政
治
組
織
な
り
。
 

又
た
如
何
な
る
朝
市
の
元
老
院
ビ
雖

:\
何
©

斯
く
の
如
き
暴
擧
を
企
圖
す
可
き
處
れ
な

o

»
 

し
又

*

彼
れ
等
に
し
て
之
れ
を
企
つ
る
も
、彼
れ
等
の
支
給
を
受

 

<
 

.
る
兵
士
を
有
せ
す
，又

U
其 

0
都

市

を

防

備

し

、彼

：れ

等

：
の

間

に

.一

 

切

の
法
を
施
行
す
る
が
爲
め
に
使
用
せ
ら
る
、
も
の
は 

«

b
市
，民
ぁ
る
の
み

^

る
，が故
：に
能
く
之
れ
を
遂
行
し
得
ざ
る
な

b

o
斯

く

の

如

き

^

情
は
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四

ア
ム
ス
タ
ル

ダ
ム
銀
行

に
多
大
な
る
倩
用
を
與
へ
、を
は
又
た
人
民
を
し
て
此
の
池
に
來
り
て
、

.. 

■
 
.
 

.

. 

■
 

.
 

■
 

•
•
•
•
•
•
•

其
の
資
產
中
彼
れ
等
が
輸
送
す
る

Z
ビ
を
得
る
も
の
に
し
て
'國
内
に
於
て
確
保
す
る
の
逾
を 

In
ら
-ざ
る
部
分
を
：此—

處
に
貯
藏
す
る
に
至
ら
し
む
る
の
誘
因
た
る
な
り
。
加
之
な
ら
す
、_
國 

を
去

る
こ

プ
レ
fs
&

者

0
も
、斯

，く

の

如

く̂

の
貨
幣
の
安
固
を
保
證
し
、又
た
斯
く
の
勿
く
容 

易
に
世
界
の
各
地
に
其

®

货
很
，を
輸
達
し
得
る
所
な
&
が
故
に
此
處
に
之
れ
を
预
入
る

、

な 

>
，(

i
bQ:
.
.
, 

pp. 

2
I
7
-
2
2
0

-0V
:;

他
の

«

險
は

©

‘た
に

'信
#
'に
_

し
で

0

み
な
ら
ず
、生
活
の
便
宜

V

平
安
と
に
資
す
る

1

切 

^

ぶ
の

點
の
於
け
る
一
般
自

ri
3

と
安
：易
：

な
^V。

.あ
ら
ゆ
る
人
は
只
管
自
已
の

道

を
進
^

自 

己
の

^
^
に
切

韋

L
、他
入

の
を
れ
を
券
释
す

る
こ
と
な
し

-

加
之
な
ら

す
、彼

れ
等

の
國
を

し 

て
あ
ら

ゆ
る
不
幸
な
る

人
々
の
共

同

避

,

所

/2
ら
し
む
る
の
一
事

は
常
に
彼
れ
等
の
國
家
全 

股
-
-
瓦

れ

る

大
原
.

則
た
り
し
：な
；り
。
而
し
て
如
何
な

る，
同
盟
、條
約
游
し

く

は
勢
力
ビ
雖
も
彼

れ
#

を
し
て
是
れ
等
：の
人

.令
に
«
す
る
保
譏
を
廢
せ

し
む
る
こ

ビ
能
は
ざ
る
な

!)
'

o
此
の

ボ

. 

.

-

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. 

.

. 

.

.

固
た
る
國
家
の
婦
度
は
，身
命
財
產
の
安

^

を
得
る
が
爲
め
に
•あ
ら
ゆ
る
其
の
隣

0
ょ
り
、
®

に
 

又
た
殆
ん
ど
歐
羅
巴
の
全
部
よ
り
、

&

め
.て
多
數
の
不
幸
な
る
人
々
を
招
致
せ
る
事
情
の
一
た

ぅ
し
な
ぅ
。

實 

に
存
せ
ざ
る
の 

る
に
も
：.
®
M
せ
ら

る
生
活
を
送
ら 

商
の
尤
な
る
も

に
此
の

B

の
勿

.

く
斯
く
の

...
勿

.

き
.
.
.場
合

.に

.際

し
て

'

好
：く
■利
用
し
得
可
き

も
：
の
他

.
 

觀
あ
る
な
り
？

即
ち
安
固

»

l i

、ra
M

A

達
^

融
流
利

#
,
む
も
危
險
な
く
、®
な 

る

、
Z
と
な
く
、節

儉
は

必
耍
に

驅

ら
る
、

ビ
否
ど
に

論
な
く
尊
ば
れ
、貧
賤

な 

ざ
る
を
得
ざ
る
孝
も
惟

$

此
の
地
に
在

0
て
は
時
流
の
生
活
を
行
ひ
、願

^
富 

の
ビ
平

等

の
條
件
に
於
て
生
活
し
得
る
が
故
な
う
。

pp. 

218-220. )

0

笫H

ハ
涖

(

九
六
三

)

諭

，說

サ
i
年
.

v
r

テ
A

>が
の
經
濟
論

第七號

七
五


